
議決権行使レポート 

 

証券コード 9364  

会社名 株式会社 上組  

 

 賛成 反対 棄権 

第 1号議案 剰余金処分の件 〇   

第 2号議案 定款一部変更の件 〇   

第 3号議案 取締役 8名選任の件    

 深井 義博 氏 〇   

 田原 典人 氏 〇   

 堀内 敏弘 氏 〇   

 村上 克己 氏 〇   

 平松 宏一 氏 〇   

 石橋 伸子 氏 〇   

 保坂 收 氏 〇   

 松村 はるみ 氏 〇   

第 4号議案 補欠監査役 1名選任の件    

 秋田 恵吾 氏 〇   

 

 

上記の推奨をした理由 

 

 

第 1号議案について 

 

 上組は利益還元に関する基本方針に基づき、連結配当性向 40%を目安とした株式配当の

実施による利益還元の強化を図るべく、期末配当を 1株につき 50円とした。これによ

り、中間配当金 40円を含めた年間の配当金は、昨年より 17円増配の 1株につき 90円と

なった。 

 

ここで、上組の配当金と連結配当性向の推移、および総還元性向と自己資本当期純利益

率（ROE）は以下の通りである。 

 

 

 



 

 （図 1 配当金と連結配当性向の推移） 

 

 

（上組 2023年定時株主総会招集通知より抜粋） 

 

（表 1 総還元性向と自己資本当期純利益率（ROE）） 

 

 2019年 

３月期 

2020年 

３月期 

2021年 

３月期 

2022年 

３月期 

2023年 

３月期 

総還元性向 51.3% 50.6% 50.5% 56.3% 90.8% 

自己資本 

当期純利益率 

（ROE） 

 

5.6% 

 

5.5% 

 

5.2% 

 

5.8% 

 

6.7% 

 

（上組ホームページ IR情報より） 

 

まず、図 1の配当金と連結配当性向の推移からもわかる通り、年々配当金と連結配当性

向が増加している。また、配当性向は目安となる 30%を超えており、株主に対して十分に

還元ができていると考えられる。 

 

次に、アセットマネジメント Oneの国内株式の議決権行使に関するガイドラインお

http://www.am-one.co.jp/img/company/16/kokunai_guideline_20230401.pdf


よび議案判断基準に基づいて、上組の剰余金処分の妥当性を判断する。上記のアセット

マネジメント Oneのガイドラインおよび判断基準によると、 

 

 

 

 

とある。 

 

表 1より上組は、3期連続で ROEは 8%未満となっているが、総還元性向は 30%を超え

ているため、過少配当基準はクリアしている。また、総還元性向は 100%以下かつマイナ

スにもなっていないため、過剰配当基準もクリアしている。 

よって、アセットマネジメント Oneの基準に則って考えても、上組は株主に対して十分に

還元ができていると考えられる。 

 

以上より、上組の剰余金処分の妥当性が極めて高いと判断できるため、私は第 1号議案 

剰余金処分の件に賛成する。 

 

第 2号議案について 

 

 上組は、2023年 4月 1日より、執行役員制度の拡充及び取締役会構成の最適化を含む

大幅な経営体制の変更を行ったことに伴い、定款の一部を変更した。 

主な定款の変更は以下のとおりである。 

 

(1) 執行役員に係る規定の新設 

 従来の雇用型執行役員のほか、経営責任を負う「委任型執行役員」を創設し、取締役会

からの権限委譲を受けて、大きな権限と責任のもと、戦略実現に向けた業務執行を担う。 

 

(2) 役付取締役に係る規定の変更 

 上記執行役員制度の拡充に合わせ、従来取締役と執行委員の間で重複のあった役位の整

理を行い、取締役の役位については会長及び社長のみとした。 

 

http://www.am-one.co.jp/img/company/16/kokunai_guideline_20230401.pdf


 

 アセットマネジメント Oneの国内株式の議決権行使に関するガイドラインおよび

議案判断基準に基づいて、定款変更の妥当性を判断する。上記のアセットマネジメント

Oneのガイドラインおよび判断基準によると、 

 

 

 

とある。 

 

 上組の定款変更は、上記のアセットマネジメント Oneのガイドラインに抵触するもので

はないと判断した。むしろ、これらの定款の一部変更は、取締役会の実効性向上や、執行

役員への権限委譲などを通じた『経営と執行の分離』を推進するものであり、上組のコー

ポレートガバナンス体制の向上につながると私は考える。 

 

以上より、上組の定款変更の妥当性は極めて高いといえるため、私は第 2号議案 定款

一部変更の件に賛成する。 

 

第 3議案について 

 

 上組はコーポレートガバナンス体制の見直しに伴う経営体制の効率化のため、取締役を

12名から 4名減員し、8名とした。 

http://www.am-one.co.jp/img/company/16/kokunai_guideline_20230401.pdf
http://www.am-one.co.jp/img/company/16/kokunai_guideline_20230401.pdf


ここで、取締役候補者は以下の通りである。 

 

 

  

アセットマネジメント Oneの国内株式の議決権行使に関するガイドラインおよび

議案判断基準に基づいて、取締役選任の妥当性を判断する。上記のアセットマネジメン

ト Oneのガイドラインおよび判断基準によると、 

 

 

 

http://www.am-one.co.jp/img/company/16/kokunai_guideline_20230401.pdf
http://www.am-one.co.jp/img/company/16/kokunai_guideline_20230401.pdf


 

 

とある。 

 

 上組の取締役会については、取締役会の規模は 20名以下で、社外取締役の人数も適切

であり、女性取締役も在任している。また、全ての取締役が取締役会への出席率が 85%を

上回っている。よって、上組の取締役は上記のアセットマネジメント Oneのガイドライン

をきちんと満たしているといえる。 

 

以上より、上組の取締役 8名選任の妥当性は極めて高いといえるため、私は第 3号議案 

取締役 8名選任の件に賛成する。 

 

第 4議案について 

 

 上組は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として秋田

恵吾氏を選任した。 

 

補欠監査役候補者の秋田恵吾氏は、上組の執行役員として管理部門の要職を歴任し、働

き方改革の推進及び内部統制の維持・発展に取り組んできた。この経験を活かし、常勤監

査役に欠員が生じた場合には後任としての役割を十分に果たすことが期待できる。よっ

て、秋田恵吾氏は補欠監査役に適任であるといえる。 

 

以上より、補欠監査役として秋田恵吾氏を選任することの妥当性は極めて高いといえる

ため、私は第 4号議案 補欠監査役 1名選任の件に賛成する。 

  


